
大
医
凶
年
六
日
刈
ニ
ト
一
日
・
雲
一
語
調
傑
物
凶
可
「
保
凶
均
一
日
一
一
同
虚
弱
〉

奉穴+ニき事草五現

干す軍聾日-1'司王L 勾三三三ヨ~p If百

論

叢

動
的
資
本
ご
租
税
公
正
賊

華
樽
の
小
作
制
度

財
産
生
命
保
険

時

諭

支
那
の
岡
民
主
義
革
命

現

苑

助
郷
マ
」
農
民
の
生
活

草
津
宿
に
於
け
る
助
郷
じ
就
い
て

雑

錦

幣
制
の
素
乱
に
基
く
γ
日
姓
一
撰

地
理
的
認
識
の
性
質
に
つ
い
て

法
剛
申
博
士

注

明

博

士

組
曲

m博
I
2

文

串

博

士

縄
問
問
中
士

判

同

摘

川

市

卜

ぃ

綱
同
刷
下
士

紳

情

吊

士

議

帥

戸

河

田 簡

載正

雄

嗣

耳目

小
島
昌
太
郎

矢

野
大
山
政
太
郎

黒
川
初
兵
治
郎

果菊

田
仁
L

太

~I) 巌
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脆

憂
滞
旧
小
作
制
度

七
O
四

第
五
抗

第
二
十
六
巻

議

肇

湾

作

制

度

の

(
共
二
)

河

嗣

s¥) 

田

第
五
章

小
作
制
度
の
現
蹴

肇
溌
の
小
作
制
度
は
現
今
に
至
る
ま
で
大
醐
聞
は
従
来
の
慣
習
に
依
て
行
は
れ
、
前
に
述
べ
た
や
う
に
明
治
一
二
十

六
、
七
年
児
玉
綿
督
は
多
少
こ
れ
を
整
理
す
る
所
が
め
っ
た
け
れ
左
も
、
そ
れ
は
た
い

Y

小
作
の
賞
般
に
照
し
て
大

租
様
を
排
除
し
業
主
権
者
ピ
伺
人
正
の
闘
係
を
明
か
に
し
て
、
複
雑
に
っ
た
在
来
の
慣
行
を
や
、
簡
明
に
し
た
に

過
ぎ
な
か
っ
た
。
爾
来
今
日
に
至
る
ま
で
大
髄
の
放
態
は
、
清
朝
以
来
の
慣
行
に
従
っ
て
持
給
さ
れ
て
居
る
有
様

で
あ
る
。

き
れ
ば
壷
慢
の
小
作
制
度
は
前
回
章
に
渉
っ
て
遁
べ
に
所
に
依
て
大
館
そ
の
現
肢
を
も
知
る
・
』
古
が
出
来
る
の

ザ
い
が
、
向
ほ
少
し

t
現
在
に
行
は
れ
て
居
る
小
作
契
約
の
穂
類
や
其
内
容
の
各
方
面
に
つ
い
て
解
剖
的
な
観
察
を

試
む
る
噂
』
正
は
、
真
に
一
屠
そ
ω
E
H
H
放
を
明
か
に
す
る
所
以
で
ゐ
ら
う
。

そ
れ
に
つ
い
て
も
先
づ
思
は
れ
る
こ
ど
は
壷
鴻
に
於
り
る
小
作
農
業
の
重
要
き
で
あ
る
。
宜
量
鴻
に
於
り
る
耕
地

J ・.，"'.



面
積
中
に
在
っ
て
、
小
作
地
は
賞
に
そ
の
五
割
入
分
強
に
及
ん
で
居
h
.
内
地
に
於
げ
る
そ
の
割
合
が
四
割
六
分

で
ゐ
る
の
に
比
較
し
て
、
甚
だ
小
作
農
業
の
行
は
れ
る
範
国
康
き
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
試
に
自
作
地
己
小

作
地
Z
の
面
積
割
合
を
示
せ
ば
、

自

作

昭

二
八
九
、
三
一
七

配
初

回
一
・
入
凹

お也

1'1' 

有
八
・
一
六

Illi 

凹
Q
一一、

O
四
六

従
て
農
家
戸
数
に
つ
い
て
見
る
も
、
町
小
作
農
家
は
農
家
組
戸
数
中
四
割
二
分
強
を
占
的
、
自
作
粂
小
作
農
家
を

併
せ
て
み
れ
ば
貨
に
六
側
三
分
五
犀
に
及
ぶ
有
様
で
あ
る
ο
其
敏
字
比
較
左
の
如
し
uv

自

作

農

戸

一
一
五
回
、

O
士
λ

wm 

ニ
?
凹

O

家

，j、
4宇

一
七

λ
、五
O
A

四
二
・
一
七

農

家

自
作
品
加
小
作
農
家

L

〉、司、
L

4
J
r
t
」

F
J
J

ニ
一
・
凹
三

右
示
す
所
に
依

τ知
何
に
壷
鴻
に
於
て
は
小
作
農
業
が
農
業
経
憐
上
重
要

ω地
位
を
占
む
る
か
を
知
る
-
」
ご
が

出
来
る
で
あ
ら
う
。
従
て
そ
の
慣
行
の
賞
放
正
之
に
伴
ふ
諸
積
の
銑
陥
の
如
き
は
、
今
日
H
A
今
後
に
於
け
る
壷
涛

の
農
政
問
題
正
小
作
問
題
そ
の
他
之
に
関
聯
す
る
稜
々
の
枇
曾
問
題
ご
に
つ
い
て
講
究
す
る
に
嘗
つ

τは
、
頗
る

重
要
の
意
義
を
有
す
る
も
の
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
γ

。

初
J
L

以
下
少
し
〈
壷
鴻
小
作
慣
行
の
現
欽
に
つ
き
、
其
の
契
約
の
株
式
、
小
作
期
間
、
小
作
料
共
他
の
重
要
な

誼

識

第
二
十
式
典
甘

第
五
鵠

-= 

七

O
王

蓋
掃
の
小
作
制
度

錆本選一郎『事品目，j、作問題目就τ』ー0頁。

同上
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輸

韮
回
開
白
小
作
制
民

四

讃

第
二
十
六
巻

瞳
用
車
腕

七

O
式

る
契
約
保
項
、
小
作
措
ピ

Lτ
の
内
容
、
契
約
の
解
除
及
・
』
れ
に
伴
ム
賠
償
問
題
等
に
つ
い

τ、
質
地
調
査
に
示

さ
れ
た
る
所
に
基
き
、

εの
叡
様
を
遮
べ
る
こ
ご
に
す
る
O

そ
の
記
述
は
米
作
地
を
主
ぜ
し
‘
こ
れ
に
甘
薦
作
付

地
.
茶
園
等
hr
附
記
す
る
こ
ご
じ
す
る
。

い
ふ
迄
も
な
〈
米
作
地
は
岡
地
で
あ
る
に
、
甘
成
作
付
地
は
畑
地
で
あ

-hJ
、
茶
園
は
叉
特
殊
な
も
の
で
あ
る
に
加
へ

τ、
甘
麓
の
栽
培

ω
如
き
は
、
製
糖
事
業
ぜ
い
ふ
資
本
的
な
る
大
企

業
Z
直
接
に
閥
聯
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
業
務
の
賞
献
は

米
作
志
願
る
其
趣
を
異
に

L
・
従
て
小
作
慣

行
に
つ
い
て
は
、
夫
々
別
途
の
観
察
を
要
す
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
六
章

作

契

車句

第

節

契

約

様

式

の

壷
鴻

ω小
作
契
約
は
所
調
佃
関
係
の
輔
結
で
め
る
が
、
そ
の
契
約
は
、
分
盆
小
作
制
の
行
は
れ
る
欧
洲
の
諸
地

方
や
我
闘
で
は
朝
鮮
や
に
於
て
こ
れ
を
見
る
や
'
フ
に
、
大
抵
は
口
約
に
依
て
行
れ
、
文
書
に
依
て
せ
ら
れ
る
も
り

は
一
冗
来
僅
少
で
あ
る
。
亡
、
最
近
小
作
問
題

ω雄
副
に
よ
b
、
叉
一
般
的
に
法
律
瓢
念
の
品
開
法
に
件
ひ
.
文
書
に

依
る
契
約
が
段
々
多
〈
な
る
傾
向
の
生
じ
て
来
た
に
過
ぎ
泊
。
そ
の
蚊
況
は
我
内

に
於

τも
大
館
似
た
や
う
な

一一一一一

も
の
ど
が
、
墓
淘
に
於
て
は
内
地
よ
h
も
葉
小
作
制
度
の
や
、
幼
稚
な
に
け
口
頭
契
約
の
行
は
れ
る
慣
習
が
よ
b

以
上
獲
存
し
て
居
る
。
奮
慣
調
査
曾
報
告
書

ω示
す
所
仁
よ
れ
ば
、
北
部
地
方
に
於
て
は
文
書
仁
依
る
契
約
印
ち

d-
“
噌a

 d--



契
宇
に
依
る
も
の
は
・
照
耕
字
又
は
招
賎
字
な
ど
い
び
、
二
過
を
作
製
し
て
業
主
E
佃
人
ピ
が
共
に
署
名
し
各
一

過
を
保
存
す
る
の
が
普
通
で
め
る
。
叉
業
主
芭
佃
人
吉
が
各
一
過
を
作
製
し
て
互
に
交
付
す
る
の
も
の
る
。
又
た

.t業
主
か
ら
之
宇
一
佃
人
に
交
付
す
る
の
も
稀
に
は
ゐ
る
日
南
部
地
方
に
於

τも
側
関
係
の
成
立
は
口
頭
契
約
に
依

る
も
の
十
中
八
九
を
占
め
、
文
書
契
約
を
錯
す
も
の
は
和
谷
又
は
租
銀
の
割
合
叉
は
其
安
付
手
続
等
仁
っ
き
後
日

紛
識
を
生
じ
易
き
も
の
ご
か
、
特
に
契
約
を
確
貨
な
ら

L
め
る
希
望
を
有
す
る
者
の
聞
に
於
て
の
み
之
を
見
る
仁

過
ぎ
な
い
。
契
宇
を
作
製
し
た
る
質
例
芭
[
て
は
(
こ
賎
耕
、
認
耕
、
照
圏
、
認
佃
の
名
で
佃
戸
か
ら
業
主
に
一

過
を
交
付
す
る
に
過
ぎ
F
る
も
の
、
(
ニ
)
業
主
及
賎
耕
人
の
迩
署
し
た
る
も
の
ニ
遁
を
作
っ

τ各
一
過
を
所
持
す

る
も
の
、
(
一
二
)
業
主
か
ら
佃
人
に
照
園
里
子
一
過
を
交
付
す
る
に
過
5
F
る
も
の
等
で
あ
る
。
昔
は
最
後
の
も
の
が

最
も
多
〈
、
佃
戸
に
於
て
認
佃
字
又
は
認
耕
字
を
作
製
し
て
交
付
す
る
こ
さ
は
、
比
較
的
近
時
に
至
っ
て
か
ら
の

1
 

・

』

E
H
h
t
記
さ
れ
て
ゐ
る
。

怖
は
現
在
の
質
般
に
つ
い
て
総
督
府
の
調
査
し
た
所
に
つ
い
て
見
る
も
、
大
館
右
ご
異
る
所
は
な
い
。
却
も
か
宜

北
州
仁
於
て
は
小
作
契
約
は
大
部
分
口
頭
で
あ
っ

τ、
文
書
契
約
は
長
期
の
小
作
・
賞
事
者
の
一
方
が
大
地
叉
主

は
曾
枇
等
的
場
合
、
若
〈
は
地
主
正
小
作
人
の
聞
に
十
分
な
交
誼
閥
係
の
な
い
場
合
ド
行
は
れ
る
。
叫
刷
竹
脚
刊
に
於

て
も
右
ご
同
様
だ
が
、
水
田
の
不
足
な
峨
方
で
は
水
岡
山
り
小
作
契
約
は
書
式
に
依
る
や
う
で
あ
る
。
宮
山
閉
山
川
、
一
町

雄
州
に
於
て
も
口
一
政
を
主
ご
し
た
書
式
契
約
は
製
糖
曾
馳
芭
の
契
約
、
大
地
主
又
は
不
在
地
主
Z
の
契
約
、
小
作

輸

載

壷
淘
山
小
作
制
度

第
二
十
六
谷

-
t
O
七

第
五
騨

五

ら1

露払1査第一恒]報告書上を二百七十三画。

開査第二回相肯沓第一書六一車、六一六日a
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箇

講

ブす

壷
皿
司
自
小
作
制
度

第
二
十
六
審

七
O
λ

第
五
披

人
口
信
用
の
な
い
場
合
に
の
み
行
は
れ
る
出

契
約
を
登
記
す
る
場
合
は
、

宜
室
北
州
で
は
地
主
が
多
額
の
積
地
金
(
詫

H
模
地
金
正
は
敷
金
に
似
た
る
一
穣
の

保
証
金
で
あ
る
。
其
意
義
は
後
に
詳
説
す
る
)
を
得
ん
ご
す
る
ご
吉
、
開
懇
小
作
の
ご
き
、
小
作
地
が
共
有
地
叉

は
品
刷
業
地
な
る
ご
き
、

小
作
地
に
質
権
‘
抵
蛍
憾
な
ど
の
設
定
吉
れ
て
居
る
芭
き
・
善
良
な
る
小
作
人
に
永
〈
小

作
せ
し
む
る
ご
き
等
に
稀
に
行
は
れ
る
。
新
竹
州
に
在
っ
て
も
骨
堂
記
は

地
主
が
高
額
小
作
料
を
長
〈
固
定
せ
ん

Z
す
る
ご
量
、
共
有
地
を
小
作
す
る
ご
き
、
製
糖
曾
一
祉
に
土
地
を
貸
す
ご
言
、
善
良
な
る
小
作
人
に
長
〈
小
作
せ

し
む
る
ご
き
な
ど
に
稀
に
行
は
れ
る
。
壷
中
州
に

τは
小
作
人
が
多
額
の
積
地
金
を
提
供
し
又
は
貸
金
を
矯
し
共

代
償

zー
し
て
長
期
の
小
作
を
行
ム
場
合
、
会
業
地
を
小
作
す
る
場
合
な

rに
限
ら
れ
て
ゐ
る
。
宮
山
田
町
に
て
は
、

地
主
が
高
額
小
作
料
を
固
定
せ
ん
ご
す
る
宇
言
、
公
業
地
の
小
作
な
る
己
主
、
信
用
ゐ
る
小
作
人
な
る
ご
き
叉
は

小
作
人
の
身
元
不
確
定
な
る
正
き
に
稀
に
行
は
れ
る
。
高
雄
州
に
て
は
小
作
地
面
積
が
特
に
大
な
る
ご
昔
、
契
約

年
限
特
に
長
き
ご
き
、
開
墾
小
作
の
ご
量
、
積
地
金
eMn-

支
梯
ム
ご
語
、
一
公
業
地
の
小
作

ωご
き
な
ど
に
や
は
h
例

外
的
に
行
は
れ
る
に
過
ぎ
山
町

簡
は
こ
の
準
記
に
関

L
て
牽
中
州
に
行
は
れ
る
慣
行
に
つ
い

τ調
査
せ
ら
れ
た
る
所
を
見
れ
ば
、
時
空
記
せ
ら
れ

る
場
合
は
極
め
て
少
〈
、
小
作
人
が
或
期
間
小
作
契
約

ω継
績
を
是
非
必
要
ご
す
る
特
殊
の
場
合
に
限
ら
れ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
柑
橘
、
芭
維
の
如
き
呆
樹
類
、
茶
苧
麻
等
の
如
き
多
年
性
作
物
を
栽
培
す
る
場
合
の
外
、
普
通
作

査時地督JiHiIi産周農務課r*州小作慣行概些』

向上.

34) 

35) 

，.' "."，o .. 



物
の
栽
培
に
闘
し
て
も
行
は
れ
る
正
の
-
』
ご
で
あ
る
川

次
に
小
作
契
約
の
結
ば
れ
る
時
期
及
耕
地
引
波
し
の
時
期
で
あ
る
が
、

-
』
れ
は
緯
度
の
高
低
に
依
b
南
北
そ
の

地
方
に
よ
h
多
少
の
相
違
が
ゐ
る
。
郎
も
肇
北
州
に
て
は
契
約
ば
田
畑
共
に
中
秋
(
奮
暦
八
月
十
五
日
)
迄
に
締
結

し
、
耕
地
の
引
渡
は
、
田
は
第
二
期
作
牧
穫
後
冬
至
(
醤
謄
十
一
月
三
十
日
)
迄
に
行
ふ
を
例
ご
す
る
。
尾
牙
~
笛
十

二
月
十
六
日
)
迄
に
行
ふ
の
も
あ
る
。
畑
は
醤
年
末
よ
り
醤
二
月
初
旬
迄
に
行
ふ
を
普
通
ご
す
る
o

新
作
山
州
に
て

も
大
鶴
岡
様
で
ゐ
品
。
基
中
州
仁
て
は
契
約
は
田
畑
共
に
中
秋
迄
に
締
結

τる
の
が
普
通
だ
が
、
施
め
て
稀
に
は

醤
七
、
人
月
頃
に
謙
約
e

伊
潟
L
諸
国
十
月
十
五
日
迄
に
契
約
す
る
の
も
あ
る
o

耕
地
の
引
渡
は
、
回
は
第
一
一
期
作
牧

穫
後
奮
十
月
中
旬
頃
で
、
畑
は
翌
年
醤
二
月
乃
至
四
月
の
閥
仁
於
て
す
る
。
憂
商
州
で
は
契
約
の
締
結
は
・
悶
に

つ
い
て
は
冬
至
迄
じ
行
ふ
を
普
通
ご
し
、
稀
に
は
醤
十
月
乃
至
十
二
月
中
に
行
ふ
の
も
あ
る
。
畑
に
つ
い
て
は
尾

牙
迄
に
行
ふ
の
が
普
通
で
あ
る
。
耕
地
の
引
渡
は
、
回
に
在
つ
て
は
渥
〈
も
奮
暦
一
月
中
に
行
ひ
、
畑
に
在
っ
て

は
嬬
組
祭
(
奮
三
月
二
十
三
日
)
前
後
を
標
準
ご
す
る
。
高
純
州
に
て
は
、
契
約
締
結
は
雨
期
作
田
な
る
手
き
は
、

北
部
地
方
で
は
前
年
中
秋
に
行
ひ
、
中
南
部
地
方
で
は
其
年
新
二
月
頃
に
行
ふ
。
契
約
の
履
行
が
一
期
作
よ
り
始

ま
る
も
の
芭
二
期
作
よ
ち
始
ま
る
も
の
ご
雨
者
的
行
は
れ
る
地
方
で
は
、
前
者
は
緑
肥
裁
培
の
有
無
じ
依
り
新

ニ
・
三
月
頃
か
ら
五
・
六
月
頃
に
行
ひ
、
後
者
は
十
・
十
一
月
に
行
ふ
。
間
早
期
作
田
な
る
ご
き
は
、
前
年
新
十
一
月

よ
り
其
年
の

7
二
月
に
行
ふ
。
畑
に
つ
い
て
は
新
ニ
・
三
月
中
に
契
約
す
る
も
の
最
多
〈
一
月
又
は
四
乃
至
六
月

酋

離

七

韮
崎
由
・
小
作
制
度

第
二
十
六
巻

七
O
丸

第
五
都

重量中州農政資料第~J/tI~四百。36) 
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駒

議

ノ、

蜜
樽
白
小
作
制
度

第
ニ
寸
大
島
官

ヒ

-o

第
五
披

頃
に
契
約
す
る
の
も
あ
る
。
耕
地
の
引
渡
は
雨
期
作
回
に
在
つ
て
は
北
部
地
方
で
は
新
十
一
月
に
行
ひ
、
中
南
部

で
は
契
約
を
二
月
頃
に
紛
結
す
る
も
仰
は
五
月
頃
に
、
契
約
の
履
行
が
一
期
作
よ
ち
始
ま
る
も
の
に
布
つ
て
は
前

年
十
一
月
炉
ら
其
年
一
月
の
閥
に
於
て

L
.
二
期
作
よ
h
始
ま
る
も
の
に
在
つ
て
は
五
・
六
月
に
於
て
す
る
。
箪

期
作
田
及
畑
に
つ
い
て
は
契
約
緑
結
正
同
時
に
引
渡
す
の
が
普
通
で
あ
る
酎

第

筒1

作

期

rm 

小
作
契
約
は
其
織
的
制
期
間
の
永
久
的
な
る
ご
有
期
的
な
る
正
仁
依
っ
て
、
永
小
作
契
約
正
普
通
の
小
作
契
約
ピ

に
分
も
考
へ
る
こ
ご
が
出
来
る
。
勿
論
氷
小
作
E
普
通
小
作
正
は
・
其
の
擢
刺
の
性
質
其
他
に
於

τ大
い
に
異
る

所
ゐ
h
、
た
い
V

期
制

ω長
一
知
を
以

τの
一
み
耐
者
間
の
匝
別
ど
す
る
こ
ご
は
出
来
な
い
が
、
期
聞
の
関
係
に
於
て
も

著
明
な
区
別
ゐ
る
こ
ご
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
刷
。

今
豪
鴻
に
於
げ
る
小
作
契
約
の
悦
管
に
つ
い

τ奮
慣
調
査
曾

ω報
告
す
る
所
を
見
れ
ば
、
北
部
地
方
に
つ
い
て

は
弐
の
如
〈
記
百
れ
て
ゐ
る
。
「
佃
』
通
常
有
期
一
一
シ
ア
(
中
略
)
辿
常
ノ
期
限
こ
二
年
ニ

V
-
7
稀
ニ
ム
ハ
年
又
ケ
之

ヨ
リ
以
上
ノ
年
限
ヲ
約
1

P

毛
ノ
ナ
キ
ユ
非
旦
然
レ
ト
主
者
佃
人
ニ
於
-7
契
約
上
ノ
納
租
義
務
ヲ
怠
ラ
サ
ル
ニ
於

7
A
H
茸
一
期
限
ヲ
遇
ク

w
ヱ
澗
ホ
某
偉
之
ヲ
船
級
旦
戸
タ
普
通
ト
A

ル
ヲ
以
一
プ
事
賞
一
一
一
於
一
プ
』
永
佃
-
一
似
タ
作
屯
/

少
カ
ラ
す
E
F

ナ
y
只
近
年
-
一
歪
y
-
7
川
地
回
慣
ノ
勝
賞
λ

W

ニ
一
従
ヒ
小
租
戸

z
u
V
7
小
作
則
限
ノ
満
了
ヲ
倹
チ
-
フ
契

骨州小作慣行摘要。37) 
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約
ヲ
更
新
γ
又
ρ

轄
佃

v
以
y
小
租
ヲ
増
額
一
ν
或
ρ

碕
地
銀
ヲ
増
加
セ
ン
ト
企
岡
1

w

ノ
傾
向
ア
ム

南
部
地
方
の
慣
習
に
つ
い
て
は
・
次
の
や
う
に
報
告
さ
れ
て
ゐ
る
。
「
伺
ノ
期
間
品
開

z
w
慣
脅
毛
亦
北
部
壷

揃
問
品
一
於
グ
ル
毛
ノ
ト
大
差
ナ
ク
即
牒
園
-
一
付
キ
ア
ρ

一
年
7
約
V

又
ρ

四
年
ヲ
約
V

タ
F

毛
ノ
ア
リ
ノ
其
他
場
合
一
一

依
9
一
定
セ
f

u

F

主
要
ス
U

F

-

二
一
一
年
・
五
年
等
一
知
期
ナ
U
F

ヲ
多
ジ
ト
V
稀
-
一
十
年
以
上
ノ
期
間
ヲ
約
ス
U
F

毛
ノ
ナ

キ
ニ
ア
ラ
サ
町
二
キ
毛
此
等
』
肇
間
従
来
ノ
慣
習
三
，
'
」
ヲ
措
キ
今
日
ユ
於
-7ρ

之
ヲ
以
-
プ
永
伺
ト
骨
岬
ス
へ
キ
コ
Er

(
中
略
)
ナ

F

7
以
-7
本
項
-
一
一
瓦
ア
佃
閥
係
ノ
期
間
ハ
徳
ア
十
年
以
下
タ
戸
?
ノ
ト
知
U
Y

へ
V

又
期
間

F

一
付
キ
何
等

明
示
ノ
約
款
ナ
キ
毛
ノ
少
カ
ラ
ス
ト
雄
ト
毛
是
決
v
-
7
永
佃
タ
戸
ニ
非
Z

U

7
却
ア
何
時
-
一

-7
毛
換
問
V
得
へ
キ

コ
ト
ヲ
示
V

タ
W

毛
ノ
ト
見
W

へ
キ
場
合
ヲ
多
V

ト
Z

但
契
約
上
ノ
賃
料
ヲ
完
納
旦
片
品
於
一
プ
ρ

永
年
換
問
セ
ヂ

戸
事
例
ノ
多
キ
?
勿
論
ニ
ジ
ア
又
此
意
ヲ
契
宇
中
三
明
示
V

タ
w
F

毛
ノ
ナ
キ
-
一
非
ス
而
V

テ
明
治
三
十
三
年
律
令

第
二
競
昌
一
於
7
A
土
地
ノ
賃
貸
借
川
二
十
年
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
ト
定
メ
ア
W

ヲ
以
一
プ
今
日
ニ
於
-yρ

二
十
年

以
内
ノ
期
間
ヲ
約
Z

W

毛
ノ
』
普
通
ノ
佃
閥
係
タ
戸
へ
キ
コ
ト
勿
論
ト
云
フ
へ

V

滋
-
一
佃
ノ
期
間
』
十
年
ヲ
以
-7

限
界
ト
ジ
之
ヨ

9
以
上
ノ
毛
ノ
ρ

永
佃
中
三
嵐
セ
V
ム
U
F

ヲ
迫
骨
田
ト
ス
ト
云
ヒ
タ
U

F

A

是
只
官
宝
梅
ノ
慣
脅
上
普
通

ノ
伺
闘
係
ρ

寧
品
債
権
闘
係
ヲ
約

v
タ
y
-
一'
t
y
毛
ノ
ト
見
倣
1

ヲ
以
テ
今
若
整
記
ヲ
以
ア
佃
櫨
ノ
成
立
俊
件
ト

品
岬
骨
ノ
ン
ト
Z

U

F

品
一
於
ア
ニ
串
ロ
十
年
以
上
ノ
長
期
間
ヲ
約
V

タ
U
F

毛
ノ
ユ
ノ
ミ
之
ヲ
適
用
V

之
ヨ
叫
ノ
以
下
ノ
期
間

ヲ
約

v
b戸
U
F

毛
ノ
川
只
嘗
事
者
ノ
意
思
-
一
依

y
準
記
ヲ
以
-
一
プ
第
三
者
-
一
野
抗
V
得
へ
キ
毛
ノ
ト
錦
見
ヲ
以
-
プ
立
法

論

議

韮
神
田
小
作
制
度

第
二
斗
六
血
甘

七

部
斎
掛

九

調査第一回報告書上巻二百七十四真。38) 
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前

茸韮

C 

壷
輔
の
小
作
制
度

第
二
十
六
巷

品
伊
五
蹴

七

上
ノ
統
一
ヲ
得

2
2ト
ヲ
信
V

タ
ル
-
一
因
ふ

右
は
奮
来
の
憤
相
自
で
あ

h

同
時
に
又
法
律
上
の
解
秤
よ

h
見
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
現
今
に
於
け
る
賞
妹
に

つ
い
て
、
総
督
府
の
調
査
し
た
る
所
に
よ
れ
ば
・
普
通
の
小
作
契
約
に
於
て
は
、
明
か
に
期
聞
の
定
め
の
な
い
の

が
最
も
多
い
ゃ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
或
意
味
か
ら
い
へ
ば
、
契
約
関
係
ご
し
て
甚
だ
不
安
定
で
、
契
約
は

嘗
事
者
一
方
の
意
思
に
依
b
J
何
時
に
て
も
解
約
せ
ら
れ
る
こ
ご
に
な
り
得
る
。
け
れ

y-も
又
或
意
味
か
ら
い
へ

ば
、
嘗
卒
者
が
契
約
に
違
反
せ
古
る
限
り
長
年
引
縞
い
て
契
約
関
係
が
持
縦
色
れ
、
そ
の
一
見
新

ω手
続
を
執
る
一
-

正
な
ぐ
し
て
之
を
永
続
す
る
二
ご
が
出
来
て
、
地
主
仁
も
小
作
人
に
も
共
に
便
利
で
ゐ
品
。
特
じ
小
作
人
は
正
賞

に
小
作
地

ω管
理
を
潟
L
小
作
料
を
滞
納
す
る
ニ
ど
な
く
、
其
他
小
作
契
約
の
主
旨
を
よ
〈
守
つ

τき
へ
行
け
は

長
年
同
一
地
を
小
作
す
る
こ
E
が
出
来
て
、
却
っ
て
生
活
の
安
定
を
得
る
ニ
ご
に
な
る
。
き
れ
ば
獅
h
壷
潟
ご
い

は
す
何
れ
の
所
で
も
H
T
盆
小
作
制
や
そ
の
他
ニ
れ
に
類
す
る
幼
稚
な
小
作
制
の
存
す
る
所
で
は
、
契
約
に
は
明
一
不

的
な
期
限
の
つ
い
て
居
な
い
の
が
普
通
で
ゐ
る
o

ぞ
し
て
幼
稚
な
小
作
制
度
に
於
て
は
、
制
度
こ
そ
幼
稚
な
れ
、

地
主
ご
小
作
人
己
の
閥
係
は
、

たい
V

車
・
純
な
法
律
的
な
事
務
的
な
関
係
で
な
く
て
・
雨
者
は
事
み
よ
h
多
〈
情
誼

閥
係
に
依
て
結
ば
れ
た
る
を
例
ご
す
る
か
ら
、
契
約
は
文
書
を
周
ゐ
な
い
で
口
頭
に
よ
り
、
文
書
を
用
ゐ
る
必
要

な
ど
は
無
き
も
の
さ
考
へ
、
期
間
も
定
め
な
い
で
雨
者
の
事
情
の
こ
れ
を
計
す
限
h
は
何
時
ま
で
も
小
作
関
係
を

績
け
て
行
〈
し
、
都
合
が
忍
げ
礼
ば
請
合
ひ
で
何
時
で
も
解
約
す
る
古
い
ふ
風
に
し
て
行
〈
の
が
常
で
あ
る
肘
我

調査第二間報告書第-~六ー大一一穴ー七頁。
蛸著『品業組蹄串』都凹嗣第四章車問(::.'liー頁凶τ)。
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内
地
に
於
て
も
今
日
ま
で
は
多
(
の
場
合
小
作
契
約
は
こ
ん
な
風
に

L
て
行
は
れ
て
居
士
。
憂
海
に
於

τも
事
情

は
其
例
に
漏
れ
な
い
の
で
ゐ
る
。

総
首
府

ω各
州
別
調
査
書
の
示
す
所
に
よ
れ
ば
、
肇
北
州
に

τは
、
期
間
の
定
め
な
き
も
の
及
一
限
、

一
耕
な
ど
よ
締
し
て
期
間
三
ヶ
年
の
も
あ
る
古
記
苦
し
れ
、
折
即
日
附
で
は
不
拘
年
限
Z
稼
し
て
期
聞
の
定
め
な
き
を

普
通
己
す
る
o

蚤
中
州
に

τは
期
間
の
定
め
無
き
を
普
通
正
し
、
作
分
小
作
叉
は
牧
穫
不
定
の
地
な
ど
に
ゐ
つ
て

は
稀
に
期
間
一
年
の
が
あ
る
o

肇
ト
陶
州
及
高
雄
州
で
は
期
聞
の
定
め
な
き
を
通
例
ご
す
る
。
そ
し
工
こ
れ
等
は
契

伺

約
の
大
部
分
を
占
む
る
口
調
契
約
の
場
合
で
ゐ
っ
て
、
書
式
に
依
る
契
約
に
在
て
は
、
之
を
登
記
す
る
古
き
其
他

特
別
の
も

ωは
十
年
を
超
へ
る

ωも
あ
る
が
、
普
通
は
三
年
乃
至
五
、
六
年
の
も
の
が
最
も
多
い
剖

牽
中
州
の
調
査
に
よ
れ
ば
叫
致
的
或
期
聞
を
定
め

τ小
作
す
る
農
家
戸
数
は
、
水
田
仁
於
て
は
調
査
小
作
農
総

戸
数
一
二
、
二
一
一
一
五
戸
中
九
四
三
戸
で
ゐ
っ
て
、
其
歩
合
七
・
七
例
仁
過
ぎ
な
い
。
然
る
仁
不
定
期
小
作
の
も
の

は
九
、
九
八
七
戸
に
及
び
正
に
入
て
六
%
に
蛍
っ
て
居
る
。
年
小
作
を
錦
す
も
の
は
一
、
二
九
二
戸
で
一

0
・
六
%

で
ゐ
品
。
畑
に
つ
い
て
は
調
査
戸
数
三
、
三
五
四
戸
中
、
期
間
を
定
め
た
る
も
の
六
三
六
戸
一
九
・

oμ
で
‘
不
定

期
の
も
の
一
一
、
二
七
四
戸
六
七
・
八
併
で
め
る
o

年
小
作
を
錯
す
も
の
は
四
三
六
戸
一
三
・

ou刊
で
あ
る
o

郎
も
不

定
期
の
も
の
が
田
畑
正
も
に
大
部
分
を
占
め
る
有
様
が
賃
設
さ
れ
て
ゐ
る
。

然
ら
ば
質
際
に
行
は
れ
る
期
間
は
ご
い
ふ
に
、
契
約
期
間
十
年
以
上
な
る
を
長
期
、
六
年
以
上
九
年
迄
を
中

論

議

蓋
憾
の
小
作
制
度

第
二
十
六
巻

七

第
五
披

1'>7H小作捌m陪聾。

農政香料第ー出I三一一四百。
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論

叢

第
ニ
十
六
巻

七

四

第
五
時
酔
三
ニ

期
‘
一
二
年
以
上
五
年
以
下
を
短
期
、
其
以
下
の
も
の
を
年
小
作
ご
し
て
み
る
な
ら
ば
、
回
の
定
期
小
作
に
在
っ
て

査
岡
町
白
小
作
制
度

は
、
調
査
小
作
農
総
戸
数
一
、
一
一
八
一
戸
中
長
期
の
も
の
一
入
・
三
%
・
中
期
の
も
の
ニ
ゴ
7
一
二
折
、
短
期
の
も
の

一
二
ニ
・
九
-
折
、
年
小
作
ニ
五
・
開
係
に
瞥
り
、
短
期
的
も
三
年
以
上
五
年
以
下

ωも
の
最
も
多
〈
、
年
小
作
こ
れ
に

つ
「
有
様
で
ゐ
る
。
町
げ
わ
小
宮
山
刑

urfに
在
つ
て
は
、
阪
往
仁
遡
b
不
定
期
の
ま
、
調
査
賞
時
ま
で
継
縦
し
て
居

る
小
作
農
家
に
於
て
、
其
調
査
戸
数
一

O
、
九
五
四
戸
中
、
長
期
二
九
・
四
必
中
期
二
五
・
七

μ
短
期
三
大
・

od同
年

小
作
八
・
入
併
に
嘗
h
、
や
は
り
短
期
の
も
の
が
最
も
多
ハ
ー
が
長
期
の
も
の
之
仁
亜
「
有
様
で
め
る
。
却
も
十
年

以
上
も
継
続
す
る
も
の
が
賞
に
三
割
に
近
い
割
合
を
占
め
て
短
期
の
も
の
、
一
一
一
割
六
分
に
伯
仲
す
る
有
様
を
墨

L

て
ゐ
る
。

次
仁
…

wvrm州日
中

p
v
に
在
つ
て
は
、
調
査
小
作
農
家
七
入
五
戸
中
J

長
期
二
八
・
五
弱
中
期
二
四
・
六
%
短
期
二

八
・
八
弱
年
小
作
一
入
・

C
M刊
で
、
短
期
ご
長
期
ご
が
相
似
た
や
う
な
歩
合
に
於
て
最
も
多
迭
を
占
め
て
ゐ
る
o

畑

町りや小

f
m刑
UmVに
在
つ
て
は
、
小
作
農
家
二
、
五
六
九
戸
中
、
長
期
一
九
人
弱
中
期
二
五
・
五
折
一
短
期
間
三
・
ニ

μ

~一一一一一一

年
小
作
一
一
・
五

μ
で
、
短
期
最
も
多
量
歩
合
を
占
め
て
ゐ
る
。

省
の
賞
扶
に
照
し
て
犬
龍

ω有
慌
を
推
知
す
る
こ
ご
が
出
来
る
で
あ
ら

F

コ
。
帥
も
田
畑
ご
も
に
定
期
小
作
に
於

て
も
不
定
期
小
作
に
於
て
も
‘
ゴ
ア
|
五
年
古
い
ふ
短
期
小
作
が
最
も
多
い
。
然
し
何
れ
に
於
て
も
十
年
以
上
古

い
ふ
長
期
の
も
の
、
比
較
的
多
い
一
h
Z
は
見
返
し
難
い
所
で
ゐ
品
。
印
も
長
期
の
も
の
は
凡
去
二
割
弱
か
ら
三
割

a
 d

 u--
• • • 

，
 



弱

ω間
に
在
る
歩
合
を
占
め
て
居
る
の
で
ゐ
る
。

第
三
節

作

キヰ

小
作
契
約
の
僚
項
中
最
も
重
要
の
項
円
を
幼
す
も
の
は
小
作
料
に
闘
す
る
諸
事
項
で
あ
る
。
妥
出
時
仁
於
行
る
小

作
料
は
所
調
小
租
之
い
ふ
も

ω
に
蛍
ち
、
共
の
性
質
.
物
閥
、
額
.
納
期
等
に
つ
い
て
は
、
前
に
小
租
に
つ
い

vτ

通
べ
た
項
に
於
て

一
般
の
・
』
ピ
は
記
し

τ泣
い
た
ω

そ
し
て
大
租
な
る
も
の
、
阪
に
整
理
B
れ

τし
ま
っ
た
今

日
に
於
て
は
、
之
に
劃
し
て
特
に
小
租
ご
い
ふ
必
要
は
な
〈
な
っ
た
わ
り
で
、
た
い
租
ご
い
へ
ば
わ
か
る
。
多
く

は
租
毅
正
か
租
谷
正
hr
呼
ば
れ

τ居
品
。

一
般
的
一
』
吉
は
阪
に
述
べ
た
の
に
か
ら
、
識
に
は
各
州
別
調
査
報
告
書
仁
表
は
れ
た
る
所
に
つ
い
て
、
現
今
の

質
成
を
窺
っ
て
み
や
う
山

第
一
一
項

小
作
料
の
種
類
及
品
質

水
回
り
小
作
料
は
す
べ
て
籾
を
以
て
之
を
定
め
る
。
北
部
M
A
中
部
地
方
に
於
て
は
、
容
量
を
以

τ北
(
額
を
定
め

(
憂
斗
何
石
正
い
ふ
風
に
定
め
る
o

憂
斗
は
普
通
の
斗
の
約
六
割
)
南
部
地
方
に
於
て
は
斤
H
M
e
f
以
t
定
め
る
。
質

際
納
付
す
る
小
作
米
は
水
稲
を
栽
培
す
る
も
の
は
純
籾
を
以
ー
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
蓬
莱
米
(
内
地
の
米
柿

言市

設

第
五
腕

韮
却
の
小
作
制
度

第
二
十
六
巻

ーヒ

一五:

品川1I、作慣行脚ls.C。4'1) 
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諭

議

憂
樽
山
小
作
制
度

第
二
十
六
巻

七
一
六

第
五
挽

四

を
移
一
入
試
植
し
て
之
を
憂
袖
聞
の
風
土
に
謝
す
る
過
積
ご
匁
し
に
る
も
の
)
を
栽
培
す
る
も
の
仁
在

τは
、
北
部
地

方
で
は
其
普
及
の
常
初
は
之
に
依
る
小
作
米
に
限
h
其
額
を
減
宇
る
か
又
は
地
主
か
ら
金
肥
を
給
山
県
す
る
こ
正
が

行
は
れ
た
。
併
し
今
日
で
は
其
事
は
段
々
行
は
れ
な
〈
な
っ
た
ご
の
こ
ご
で
ゐ
る
o

蓋
L
蓬
莱
米
抽
出
胤
の
意
味
で

あ
っ
た
の
が
、
今
は
そ
の
必
要
な
〈
柴
胤
せ
十
ピ
も
小
作
人
が
好
ん
で
之
を
栽
培
f
る
?
フ
に
な
っ
た
か
ら
で
あ

る。
小
作
米
は
右
の
如
く
物
納
(
所
謂
本
色
)
を
以

τ原
則
ど
す
る
の
た
が
、
左
に
記
す
や
為
な
議
場
合
に
は
、
地
主

吉
小
作
人
正
合
意
の
土
、
特
例
ご
し

τ代
金
納
を
す
る
こ
ど
が
あ
る
。

一
、
小
作
地
に
水
稲
及
甘
蕊
を
栽
培
せ
る
場
合
に
籾
の
股
穫
量
が
小
作
料
に
不
足
せ
る
ご
き

一
、
小
作
地
遠
隔
な
る
ご
き

一
、
小
作
人
が
青
田
賀
を
錦

L
に
る
ご
き

一
、
小
作
人
の
自
家
用
食
組
不
足
せ
る
正
き

一
、
地
主
よ
h
其
要
求
あ

h
た
る
古
き

右
は
囚
に
つ
い
て
の
こ
ピ
だ
が
、
畑
地
の
小
作
料
は
金
納
を
以
て
原
則
正
す
る
。
作
分
の
ご
き
に
は
現
物
納
を

す
る
こ
芭
も
ゐ
る
が
極
め
て
稀
な
例
で
あ
る
。

小
作
料
の
品
質
仁
つ
い
て
は
、
従
来
あ
ま
h
不
良
な
ら

F
る
限
b
牧
納
す
る
風
で
あ
っ
た
が
、
近
年
は
籾
小
作

， ・司f.''ifl-



料
に
つ
い
て
は
重
量
を
以
て
制
限
す
る
傾
向
が
畿
は
れ
て
来
た
。
毒
鴻
に
も
現
在
阪
に
米
穀
検
査
が
行
は
れ
、
骨
同

初
は
搬
出
俊
査
を
行
っ
た
が
、
現
今
は
移
川
米
の
検
査
を
の
み
行
ふ
こ
ご
に
な
り
・
共
検
査
は
ま
に
不
徹
底
に
か

ら
、
小
作
品
刊
に
つ
い

τも
、
品
質

ωニ
ご
は
其
標
準
化
が
活
き
れ
な
い
w

た
め
、

あ
ま
h
や
か
ま
L
〈
い
は
な

ν有

様
で
ゐ
る

Q

倫
ほ
小
作
料
ゆ
積
類
、
宜
向
、
牧
穫
量
に
謝
す
る
歩
合
等
に
つ
い

τ、
肇
中
州
内
の
質
地
調
査
の
示
す
所
を
見
れ

ば
H

同
調
査
蓄
は
小
作
料
の
椅
類
を
分
盆
.
物
納
、
代
金
納
、
金
納
の
四
械
に
分
も
取
扱
つ

τ居
る
が
、
其
中
で

は
回
に
於
て
は
物
納
最
も
多
〈
代
金
納
こ
れ
に
究
ぎ
、
畑
に
於
て
は
金
納
最
も
多
f
物
納
こ
れ
に
次
ぐ
。
聞
の
小

作
農
家
調
査
芦
数
-
二
、
二
三
五
戸
、
畑

ω小
作
農

E

家
調
査
戸
数
一
ニ
コ
一
一
五
四
戸
の
中
此
等
岡
純
の
小
作
料
の
占
h
u

る
歩
合
は
友
表
の
ゃ
う
で
あ
る
。

"1 

? 箱 分
"..品
ハ こM

ft 
-'a' % 盛
岡納

-;-96金

"納

物
納

um 

八
七
・
-

制E

四
・
四

λ
0
・六

" 

小
作
料
の
高
は
.
分
盆
小
作
に
在
つ

E
は
、
地
主
七
小
作
人
三
の
割
合
正
、

地
主
六
小
作
人
聞
の
割
合
E
、
地

主
五
小
作
人
五

ω割
合
正
、
地
主
四
小
作
人
六
の
割
合
正
、
地
主
三
小
作
人
七
の
割
合
ご
の
五
稀
に
大
別
せ
ら
れ

る
が
、

ζ

の
中
に
在
つ
て
は
悶
畑
正
も
地
主
五
小
作
人
五
の
割
合
の
も
の
が
最
も
多
い
。
郎
ち
調
査
分
盆
小
作
農

員骨

五生

第
二
十
六
容

砧
甲
山
斑

五

査
時
の
小
作
制
皮

七
一
ヒ

民政資ヰト茸，ー桝凹←一六頁。44) 
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，ill首

議

部
一
札
脱

H

盈
閉
山
小
作
制
庇

郁
二
寸
J

ハ
笹

ヒ

" 

家
中
そ
り
七

O
M刊
以
上
に
上
ぽ
る
o

失
は
悶
で
は
地
主
六
小
作
i

八
回
の
も
り
、
畑
で
は
地
主
四
小
作
人
六
り
も
り

カ
多
-u

。

物
納
小
作
料
は
回
の
小
作
に
於

τは
上
に
示
す
や
う
に
其
大
部
分
を
占
め
て
居
る
の

rが
、
共
小
作
料
の
量
額

は
州
下
各
地
方
平
均
の
よ
か
ら
こ
れ
を
見
れ
ば
、

甲
賞
官
斗
ニ

O
石
乃
至
三

O
石
の
も
の
最
も
多
〈
(
物
納
水
田

小
作
農
家
訓
査
戸
数
一

O
、
六
五
八
戸
巾
五
四
・
二
必
に
蛍
る
)
次
に
は
一
ニ

O
石
乃
至
四

O
石
の
も
の
(
一
二
一
・
八
%
)

次
に
は
一
九
石
以
下
(
一
九
二
弱
)
ご
い
ム
順
序
で
め
る
。

代
金
納
は
水
旧
に
水
稲
以
外
の
も
の
印
ち
廿
成
立
一
他
り
も
り
を
裁
は
相
し
た
場
合
・
若
〈
は
小
作
人
が
自
家
食
用

ご
し
て
籾
を
取
泣
く
こ
ご
を
必
要
ご
す
る
や
う
な
場
合
に
行
は
れ
る
が
、
其
額
は
小
作
料
た
る
べ
き
物

ω納
入
嘗

時
に
於
り
る
市
僚
に
依
て
換
算
せ
ら
れ
る
を
以

τ例
ピ
す
る
。

金
納
は
畑
小
作
じ
於
て
寸
一
ご
し
て
行
は
れ
る
こ
ぜ
は
前
掲
の
泌
ち
だ
が
、
北
九
金
額
は
、
九
世
納
州
小
作
農
家
調
査

戸
数
一
一
‘
七

O
一
戸
一
戸
中
に
於
て
、

叩
嘗
問
。
一
回
乃
至
八

O
圃

ω
も
の
四

0
・
五
%
、

二
O
岡
乃
至
問
。
国

ωも
の
四

四
・
一
%
で
、

こ
の
耗
皮
の
も
の
が
大
部
分
を
占
め
て
ゐ
る
。
高
き
は
二

O
O回
以
上
の
も
ゐ
h
'
(
二
・
一
古
川
刊
)
低
き

は
一
九
回
以
下

ωも
ゐ
る
.
丈
一

一
・
一
%
)
共
に
比
較
的
少
い
制
合
を
占
む
る
に
過
ぎ
な
い
。

次
に
水
回
り
小
作
料
が
其
平
均
牧
穫
量
に
謝
す
る
制
九
日
に
つ
い
て
は
‘

水
間
小
作
山
民
ι
添
削
査
戸
数
ご
一
・
二
三

五
戸
中
、
英
割
合
五
割
以
下
に
居
る
も
の
最
も
多
(
し
て
四
四
・
入
併
に
嘗
h
、
次
は
六
割
以
下
の
も
の
で
二
六
・

ι ・..・，. 



二
%
に
賞
る
。
と
制
以

tω
も
の
は
二
一
・
二
%
に
過
ぎ
守
、

四
割
以
下
り
も
の
も
亦
二
ニ
・
六

μ
に
過
ぎ
な
い
。

コ
一
制
以
下
り
も
の
に
歪
つ
で
は
僅
か
に
一
ニ
係
争
ら
占
ひ
る
ば
か
h

り
で
あ
る
。
そ
し
て
良
岡
に
於
て
は
一
般
的
に
牧
穫

量
に
針
す
る
小
作
料
り
割
合
高
〈
、
昨
府
地
ほ
ど
共
制
令
が
低
い
ご
記
コ
れ
て
あ
る
。
其
週
一
り
で
あ
ら
う
o

以
上
は
た
い
姦
中
州
内
的
調
査
さ
れ
た
る
農
家
に
り
に
つ
い
て
的
紋
況
T
あ
る
が

大
慢
に
於
て
は

全
島

ω

山
肌
況
も
之
に
似
た
も
川
り
で
あ
ら
う
ご
思
は
れ
る
ο

た

v
北
部
地
方
正
市
部
地
方
さ
で
は
作
物

ω叩
州
知
も
大
分
異

-9
、
牧
礎
歩
合
等
も
多
少
相
遣
す
る
か
ら
‘
放
況
に
少
々
相
遣
す
る
所
め
る
ぺ
き
を
掛
酌
L
て
考
ふ
る
を
要
す

る
。
叉
同

ι州
内
に
在
て
も
、
地
方
に
よ
り
扶
況
に
幾
分
か
の
相
港
ゐ
る
は
.
一
一
一
員
ム
迄
も
な
い
こ
古
で
ゐ
る
o

第

1民

小

作

料

の

納

期

地
方
に
よ
b
多
少
の
相
濯
が
ゐ
る
。
又
そ
り
納
期
は
二
期
作
の
行
は
れ
る
団
地
の
小
作
料
に
つ
い
て
は
其
分
納

の
割
合
の
こ
ど
、
併
せ
考
ふ
る
を
便
宜
ご
す
る
。
各
州
別
の
調
査
書
の
一
市
す
所
を
窺
っ
て
み
る
ご
、
大
鶴
次
の
ゃ

う
で
あ
る
。

先
づ
華
北
州
に
在
つ
て
は
、

二
期
作
田
で
は
大
抵
新
勝
七
月
中
に
契
約
小
作
料
額

ω六
、
七
割
を
納
め
、
残
品
開

は
十
一
、
十
二
月
中
に
納
め
る
o

併
し
風
水
山
首
等
の
た
め
第
二
期
作
の
牧
穫
の
不
安
定
な
地
方
で
は
、
第
一
期
作

牧
穫
後
に
会
納
す
る
。
畑
地
の
小
作
料
は
前
年
の
冬
至
に
前
納
す
る
の
が
多
〈
、
稀
に
は
共
年
三
月
に
前
納
す
る

輸

提

蓋
踊
聞
の
小
作
制
皮

第
三
十
六
番

ヒ

ブι

第
五
挽

f 

七

" 

各州，j、11・慣行棋連盟。45) 
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論

第
二
ト
六
巻

J、

議

壷
博
白
小
作
制
度

七

O 

第
五
焼

も
山
も
あ
る
。
叉
そ
の
年
の
中
秋
に
納
め
る
り
も
あ
h
、
四
月
ご
九
月
.
六
月
ご
十
三
月
.
中
秋
己
冬
至
正
に
分

納
す
る
の
も
あ
る
。

新
竹
州
で
は
困
地
の
小
作
料
は
晩
三
早
七
、
己
稀
し
、
七
月
中
に
契
約
輸
の
七
割
を
納
め
、
残
依
は
十
二
月
中
に

納
め
る
の
が
最
も
多
い
。
第
二
期
作
の
牧
穫
不
安
定
な
地
方
で
は
第
一
期
作
欣
穫
後
仁
金
納
す
る
ニ
ご
肇
北
州
に

於
け
る
正
岡
慌
で
ゐ
る
。
右
に
い
ふ
分
納
の
割
合
に
は
六
ご
四
、

五
ご
五
的
制
A
口
に
す
る
も
の
も
あ
る
。
畑
小
作

料
は
前
年
多
歪
に
前
納
す
る
の
が
多
い
。
其
年
の
五
月
百
九
月
Z
に
持
納
す
る
の
も
あ
る
。

議
中
川
で
は
田
地
の
小
作
料
は
七
月
中
古
十
一
月
中
に
各
字
額
宛
を
納
め
る
の
が
普
通
だ
が
、
地
方
仁
依
り
分

納
制
合
を
七
ご
三
に
す
る
の
も
ゐ
る
。
畑
に
つ
い
て
は
前
年
的
多
至
、
主
(
年
の
中
秋
.
又
は
後
作
物
牧
穫
後
等
に

分
納
す
る
も
の
ご
‘
三
月
ご
九
月
.
六
月
己
十
一
月
さ
に
分
納
す
る
の
も
ゐ
品
。

豪
雨
州
で
は
回
の
小
作
料
は
七
月
ご
十
一
、
十
二
月
中
ご
に
分
納
す
る
。
畑
山
町
小
作
料
は
二
、
三
月
頃
仁
前
納

二
月
己
九
月
正
に
分
納
す
る
地
方
も
あ
る
。

す
高、る
ま江、 を
州、似l
T' ご
はす
回る
l二方f

ペ〉、

て
11 
五

六
月
頃
ピ
十
一
、
十
二
月
頃
Z
に
分
納
し
、
其
割
合
は
六
ご
問
、

五

ε五
己

い
ふ
の
が
最
も
多
い
。
畑
に
つ
い
て
は
二
、

三
月

t
九
、
十
月
ご
に
分
納
す
る
も
の
正
、
此
等
の
月
の
中
何
川
い
か

に
於
て
一
回
に
会
納
し
又
は
地
方
主
作
物
の
牧
穫
後
に
金
納
す
る
も
の
古
ゐ
る
。

何
し
ろ
肇
鴻
で
は
米
が
二
回
穫
れ
る
も
の
に
か
ら
、
岡
地
の
小
作
料
も
物
納
な
る
関
係
上
二
凶
に
分
納
す
る
の

，.'・.・ F昔・"



が
多
い
。
畑
地
の
小
作
料
は
金
納
だ
か
ら
一
回
に
然
か
も
前
納
す
る
の
が
多
い
が
、
然
し
分
納
す
る
の
も
小
く
な

ぃ
。
分
納
す
る
の
は
作
物
の
聞
係
正
小
作
人
の
経
済
賞
カ
ご
仁
困
る
こ
ご
勿
論
で
あ
る
ο

第
三
項

小
作
料
納
付
の
場
所

各
州
慣
行
の
朕
態
を
見
れ
ば
‘
町
宮
北
昨
で
は
、
田
の
小
作
料
Z
し
て
籾
を
納
入
す
る
場
合
じ
は
・
牧
穫
し
て
乾

燥
す
れ
ば
直
ち
に
小
作
人
か
ら
の
通
知
に
依

τ地
主
が
小
作
人
の
居
宅
に
出
張
h
、
雨
者
立
曾
の
上
で
桝
量

Lτ

受
授
す
る
。
又
地
主
が
像
め
小
作
籾
を
商
人
に
貰
っ
て
し
ま
っ
て
商
人
が
小
作
人
炉
ら
受
納
す
る
の
も
ゐ
る
。
一
冗

よ
り
之
は
便
法
に
過
ぎ
な
い
。
小
作
籾
を
地
主
の
宅
に
運
搬
さ
す
場
合
に
は
其
費
用
は
地
主
の
負
婚
で
あ
る
。
つ

ま
り
小
作
料
は
小
作
人
の
居
所
受
渡
が
原
則
正
な
っ
て
居
る
わ
け
で
あ
る
。
畑
の
現
金
小
作
料
を
納
め
叉
回
の
小

作
料
を
代
金
で
納
め
る
場
合
に
は
、
小
作
人
が
地
主
の
宅
に
持
参
す
る
。
畑
小
作
料
が
作
分
に
よ
ち
物
納
で
ゐ
る

場
合
じ
は
岡
上
で
受
渡
す
。

折
竹
山
川
に
在
っ
て
は
物
納
た
る
田
小
作
料
は
小
作
人
の
籾
乾
燥
場
又
は
糊
倉
に
於
て
受
授
す
る
が
例
で
あ
る
。

併
し
地
主
仁
よ
っ
て
は
相
賞
代
償
を
指
定
し
て
小
作
人
を
し
て
小
作
籾
を
寅
却
せ
し
め
其
代
金
を
受
納
す
る
の
も

あ
る
。
併
し
こ
れ
は
所
謂
代
金
納
小
作
料
の
部
類
に
属
す
る
で
ゐ
ら
う
。

一
般
に
金
納
脱
代
金
納
の
場
合
に
は
、

す
べ
て
小
作
人
か
ら
地
主
の
宅
に
持
拳
す
る
を
例
ご
す
る
。
畑
小
作
料
が
物
納
で
ゐ
る
場
合
仁
は
岡
上
で
受
授
す

諭

議

第
二
十
六
巻

七

第
五
競

九

議
海
山
小
作
制
度
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歯

接

日刊

O 

盛
憾
の
小
作
制
度

第
二
十
六
巻

七

館
五
競

同“ 川"". 叫し ー甘ん吋 J州市 川、.

る
守
』
古
前
例
の
如
し
。

牽
中
州
に
於
て
は
小
作
籾
は
や
は
ム
り
小
作
人
的
住
居
に
於

τ地
主
又
は
其
代
理
人
立
命
日
り
上
で
授
受
す
る
を
例

ご
し
、
地
主
の
宅
又
は
其
指
定
地
に
迩
搬
苫
す
れ
ば
蓮
討
は
地
主
が
負
槍
す
る
こ
三
最
北
州
の
例
ピ
異
ら
な
レ
c

大
地
主
に
在
つ
て
は
小
作
籾
会
議
め
商
人
仁
寅
披
し
商
人
が
小
作
人
の
帰
宅
仁
就
き
其
引
波
を
受
け
る
の
が
多

ぃ
。
金
納
及
代
金
納

ω場
令
に
は
小
作
人
か
ら
地
主
的
宅
に
持
表
す
る
一
』
さ
他
的
諸
州
に
於
け
る
ご

MHMで
あ
ウ

τ.
作
分
の
場
合
に
も
や
は
り
牧
礎
的
際
地
主
立
品
目
の
上
で
分
配

f
る。

選
嗣
…
州
に
於

τも
亦
小
作
籾
は
乾
燥
制
製
を
絡
へ
る
ご
共
に
地
主
又
は
其
代
理
人
の
検
査
を
受
〈
る
の
が
例
で

あ
っ
て
、

地
主
は
や
は
b
小
作
人
的
帰
宅
を
諮
問
し
て
小
作
籾
を
牧
納
す
る
。
令
一
納
山
一
場
合
仁
は
小
作
人
的
カ
か

ら
持
表
す
る
-
』

t
他
州
t
同
様
で
ゐ
品
。

高
雄
州
仁
於
て
も
事
情
多
〈
右
等
古
典
る
所
な
〈
益
籾
小
作
料
は
地
土
よ
か
ら
取
立
て
、
地
主
は
共
怖
商
人
に
資

却
す
る
か
又
は
自
己
の
負
貯
に
於
一
1
之
を
自
宅
へ
い
辿
搬
せ

L
め
る
。
叉
便
宜
上
地
主
が
小
作
人
己
的
聞
に
適
時
師
な

寅
償
ef
協
定
し

τ、
小
作
人
を
し
て
小
作
籾
を
封
却
せ
し
め
、
立
(
代
金
を
受
納
す
る
場
合
も
あ
る
。
そ
し
て
金
納

及
代
金
納
内
場
合
は
小
作
人
山
方
h
r
s
b
持
会
す
る
こ
さ
仙
川
り
例
ご
異
ら
な
い
。

一一一一一

す
べ
て
以
上

ω如
〈
な
る
が
故
に
、
各
州
問
に
多
少
の
相
注
こ
そ
あ
れ
、
大
躍
に
於
て
は
物
納
小
作
料
は
地
主

の
方
か
ら
取
立

τ、
金
納
及
代
金
納
り
場
合
に
は
小
作
人
の
方
か
ら
持
品
却
す
る
の
が
通
常
の
例
ピ
£
見
て
差
支
な

.' .......'."'. 



ぃ
。
内
地
で
は
小
作
料
は
物
納
の
場
合
で
も
小
作
人
が
地
主
の
宅
又
は
其
指
定
場
所
に
持
参
す
る
例
に
な
っ

τ居

る
の
が
多
い
や
う

rか
ら
、
北
(
貼
彼
我
越
を
岡
山
に
す
る
所
あ
ち
£
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

第
四
項

小
作
料
の
減
免
及
挫
更

水
田
の
小
作
料
は
天
候
、
病
虫
害
等
に
依
る
滅
状

ω
生
じ
た
場
合
ご
い
へ
ど
も
減
兎
を
行
は
な
い
の
が
原
則
で

あ
っ

c、
各
州
ご
も
其
駒
田
持
品
所
が
な
い
。
つ
ま
り
水
回
り
小
作
料
は
、
前
に
遁
ぺ
た
や
う
に
、
死
祖
、
硬
組
、

餓
租
(
繊
板
租
)
な
ど
、
呼
ば
れ
る
位
で
あ
っ
て
、
定
額
に
し
て
動
か
さ
な
い
ご
い
ふ
主
旨
で
ゐ
る
。
そ
し
て
そ
の

事
は
大
地
主
り
小
作
地
に
於
て
特
に
き
う
で
ゐ
る
o

減
品
目
の
行
は
れ
る
の
は
、
戸
一
、

三
割
以
上
の
滅
状
の
生
じ
た

場
合
に
も
一
部
地
方
で
は
其
例
が
ゐ
る
や
う
だ
り
れ
い
と
、
多
〈
は
四
、
五
割
以
上
ご
い
ふ
や
う
な
大
械
般
的
場
合

に
限
ら
れ
る
o

ヌ
牧
穫
が
小
作
料
額
に
注
し
な
い
や
う
な
ご
き
に
は
作
分
を
行
ひ
、
地
主
六
、
七
制
小
作
人
四
・

三
割
に
一
分
配
ず
る
例
も
あ
る
。
(
肇
中
州
)
又
是
の
場
合
に
は
稲
籾
に
け
を
小
作
人
に
穫
し
興
へ
る
例
も
あ
る
。

(
宜
量
出
州
)

一一一一一一一

畑
地
の
小
作
料
は
減
免
し
な
い
の
が
通
例
で
ゐ
る
。

究
に
小
作
料
り
線
克
仁
つ
い
て
各
州
小
作
慣
行
概
要

ω
一不

τ所
に
よ
れ
ば
、
耕
地

ω滅
失
、
流
失
、
助
一
端
等
の

生
じ
た
場
合
に
小
作
料
を
品
目
除
し
た
り
減
額
し
た
り
す
る
仰
は
勿
論
り
ヨ
』

Z
に
が
、
北
九
州
山
叫
一
場
合
に
於
て
小
作
料

議

第
二
寸
ム
ハ
各

選
櫛

ω
・
小
俳
制
度

4二

都
市
観

論

~9 

:'1 
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第
二
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六
巻
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選
咽
岬
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小
作
制
度

七

回

第
五
蹴

の
値
上
を
す
る
の
は
、
米
価
慣
昂
騰
の
場
合
、
耕
地
が
寅
買
せ
ら
れ
た
場
合
、
小
作
人
が
耕
地
に
謝
し
て
競
争
す
る

場
合
で
あ
る
。

小
作
地
の
地
目
が
麓
換
さ
れ
又
は
生
産
カ
仁
段
動
を
生
じ
た
場
合
に
小
作
料
の
幾
百
品
せ
ら
れ
る
慣
行
は
、
・
各
州

聞
に
多
少
の
相
違
が
ゐ
る
。

先
づ
壷
北
州
で
は
畑
を
聞
に
麹
じ
た
る
ど
き
は
、
隣
接
岡
の
小
作
料
を
標
準
ご

L
、
其
地
日
縫
換
が
地
主
の
出

交
に
依
て
行
は
れ
る
場
合
に
は
=
亨
年
間
牧
穫
物
を
折
竿
し
、
小
作
人
の
出
資
に
依
っ
た
場
合
に
は
工
事
の
難
易

に
依
て
地
主
四
分
小
作
人
六
分
の
作
分

Z
L、
又
は
三
年
間
位
は
小
作
料
を
鑓
兎
し
な
い
。

新
竹
州
で
は
、
小
作
人
の
出
資
に
よ
る
も
の
は
小
作
料
を
縫
真
せ
守
、
共
同
出
資
の
場
合
は
一
定
期
間
後
に
増

減
し
、
地
主
の
み
の
出
資
に
よ
る
場
合
は
其
翌
年
か
ら
増
減
す
る
。

盈
中
州
で
は
・
畑
を
固
に
後
換
し
た
場
合
に
小
作
人
が
拙
労
務
を
提
供
L
た
ご
き
は
数
年
間
は
従
来
の
小
作
料
を

鶴
田
へ
宇
、
地
主
が
其
費
用
を
負
捻
L
た
正
当
』
は
次
年
よ
り
直
も
に
適
醤

ω増
額
を
行
ふ
。
聞
を
畑
に
畿
じ
た
場
合

に
は
牧
獲
物
を
等
分
に
又
は
地
主
六
小
作
人
間
に
分
配
す
る
。
城
援
井
戸
ev-遣
っ
た
潟
め
に
回
の
生
席
カ
を
増
加

し
た
場
合
に
は
、
地
主
の
出
資
な
る
ご
き
は
其
年
炉
ら
・
泡
嘗

ω増
額
を
簿
L
、
小
作
人
の
出
資
な
る
ご
き
は
二
、

三
年
後
に
増
額
す
る
。

査
白
州
で
は
、
小
作
人
の
出
資
や
叫
労
務
に
依
っ
た
場
合
に
は
契
約
期
間
中
増
減
せ
守
、
共
同
出
資
の
場
合
に
は

ー....~..，. 



協
議
の
上
決
定
し
、
地
主
の
出
資
に
よ
る
場
合
に
は
近
隣
の
田
畑
を
標
準
ご
し
て
直
ち
に
増
減
す
る
。

高
雄
州
で
は
、
畑
h

古
田
に
し
だ
場
合
に
、
地
主
の
出
資
な
る
ご
き
は
折
竿
又
は
地
主
七
小
作
人
三
の
割
合
に
よ

る
作
分
ご
す
る
か
、
者
〈
は
次
の
作
付
か
ら
直
も
に
水
回
小
作
料
に
改
め
る
ω

小
作
人
の
出
資
な
る
ご
き
は
一
一
、

三
年
間
は
縫
夏
し
な
い
。
看
天
国
(
証
H
水
利
忠
〈
耕
作
者
は
天
気
模
様
を
見

τ作
物
を
定
的
耕
作
の
方
法
を
考

へ
る
や
う
な
の
を
い
ふ
)
に
於
て
堀
援
井
戸
を
設
け
ニ
作
田
正
柏
崎
し
た
場
合
に
、
地
主
の
出
資
に
よ
る
己
き
は
次

の
作
付
か
ら
庇
も
に
二
作
田
ご
し
て
の
小
作
料
セ
取
h
二
小
作
人

ω出
資
仁
よ
品
ご
き
は
二
作
田
ご
し

τの
小
作

料
か
ら
二
、
一
二
年
間
幾
分
の
割
引
を
す
る
の
も
ゐ
る
。

第
五
項

小
作
料
滞
納
の
場
合
の
庭
置

小
作
料
が
納
付
苫
れ
な
い
場
合
に
は
次
期
又
は
次
年
ま
で
延
期
す
る
か
、
保
越
金
た
る
積
地
金
h
r
n
b
差
引
い
て

解
約
す
る
か
、
保
諮
人
ゐ
る
場
合
に
は
其
方
か
ら
取
立
て
る
か
の
方
法
を
取
る
の
が
一
般
の
例
で
ゐ
る
o

小
作
料

の
納
入
延
期
を
許
寸
場
合
に
は
延
滞
利
子
を
附
せ
(
め
(
新
竹
州
)
保
詩
人
が
直
ち
に
小
作
料
を
代
納
し
な
い
予
借

周
世
同
書
を
入
れ
る
場
合
に
は
利
子
を
年
-
割
乃
至
一
割
五
分
位
附
せ
し
め
る
の
も
め
る
。
(
高
雄
州
)
小
作
料
不

納

ω
た
め
差
押
を
匁
す
も
の
も
稀
に
は
あ
る
。

論

議
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凹
帥

盛
時
心
小
作
制
度

第
二
イ
六
巻

七
二
六

第
五
腕

以
上
本
章
に
一
不
す
所
は
、
査
鴻
に
行
は
れ

T
居
る
小
作
契
約
の
慌
式
、
保
項
等
に
闘
す
る
大
様
正
、
各
州
慣
行

の
現
般
に
つ
い
て
の
概
要
で
め
る
が
、
山
川
ほ
小
作
契
約
の
傑
項
中
に
は
、
小
作
地
利
用
上
の
制
限
・
中
途
解
約
R
A

ぴ
之
に
作
ふ
損
害
賠
償
、
小
作
地
貞
買
の
際
に
於
け
る
小
作
契
約
り

μ

底
流
等

ω-}
正
が
め
る
が
、
此
等
は
小
作
機

の
譲
渡
及
小
作
地

ω純
貸

ω
ニ
正
、
共
に
、
小
作
権
ご
い
ふ
蹴
念

ω下
に
総
括
し

τ、
者
〈
は
ニ
れ
に
附
帯
し
て

設
明
す
る
を
得
る
し
、
北
一
方
が
便
利
で
も
あ
る
か
ら
、
章
を
改
め

τ設
〈
こ
ピ
に
す
る
。

わ
ん

hv

此
所
に
附
記
仁
て
泣
き
た
い
こ
己
は
、
肇
簡
に
は
各
地
ご
も
小
作
料
の
保
統
金
ご
し
て
小
作
人
よ
h
地
主

に
劃

L
て
積
地
金
な
る
も
の
を
納
め
る
視
慣
り
底
〈
存
し
て
居
る
一
」
ご
、
前
か
ら
の
説
明
中
に
も
折
々
出
て
来
る

過
ち
な
る
こ
正
之
で
ゐ
る
o

此
は
小
作
料
に
附
帯
せ
る
も

ω
Zし
τ此
所
に
本
章
中
に
一
節
を
設
げ

τ設
〈
を
適

常
正
す
る
も
の
で
ゐ
る
が
、
術
ほ
肇
識
に
は
小
作
契
約
仁
謝
す
る
謹
約
金
ご
し

τ定
政
金
な
る
も
の
を
小
作
人
か

ら
地
主
に
牧
め
る
慣
習
も
め
ら
、
此
等
が
相
重
な
っ
て
小
作
人
的
負
携
を
重
か
ら
し
め
、
共
境
川
唱
を
悶
難
な
ら
し

な
る
原
図
を
錯
し
て
活
る
か
ら
、
此
等
に
つ
い
て
は
事
ろ
後
に
憂
梅
小
作
制
度
の
諸
欠
貼
己
之
に
件
っ
て
生
守
る

小
作
問
題
や
農
民
運
動
な
ど
の
こ
ご
に
つ
い
て
諭
す
る
場
合
に
之
を
取
扱
ふ
を
便
宜
正
す
る
。
後
に
譲
る
二
己
に

す
る
。
(
未
完
)

一一一戸一一
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